
1/5 

○福山市公衆浴場法施行条例（平成２４年条例第５８号） 新旧対照表 

                                                  （下線部分は改正箇所） 

改正後 現行 

（施設の基準） （施設の基準） 

第４条 営業者は、一般公衆浴場について、次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

第４条 営業者は、一般公衆浴場について、次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 浴場内には、次の方法により、換気、採光及び照明の装

置を設けること。 

（３） 浴場内には、次の方法により、換気、採光及び照明の装

置を設けること。 

ア 洗い場及び脱衣場には、適当な換気設備等               

                             を設けること。 

ア 脱衣場          には、適当な換気方法を施すほか、洗い

場には、天井に適当な湯気抜き窓を設けること。 

イ 洗い場及び脱衣場には、採光の十分な窓を設けること。た

だし、浴場の構造上窓を設けることができず、又は採光の十

分な窓を設けることができない場合は、この限りでない。 

イ 洗い場及び脱衣場には、採光の十分な窓を設けること。た

だし、浴場の構造上窓を設けることができず、又は採光の十

分な窓を設けることができない場合は、この限りでない。 

ウ 洗い場及び脱衣場には、適当な照明機能を有する照明設備

を設けること。 

ウ 洗い場及び脱衣場には、適当な照明機能を有する照明設備

を設けること。 

（４）～（８） （略） （４）～（８） （略） 

（９） ろ過器（浴槽水（浴槽内の湯水をいう。以下同じ。）を （９） ろ過器を                                           
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再利用するため、浴槽水中の微細な粒子や繊維等を除去する装

置をいう。以下同じ。）を設置する場合は、ろ過器は、十分な

ろ過能力を有し、洗浄又はろ材の交換を行うことができるもの

であるとともに、ろ過器の前に集毛器（浴槽水を再利用するた

め、浴槽水に混入した毛髪や比較的大きな異物を捕集する網状

の装置をいう。以下同じ。）を置くこと。 

                                                        

                        設置する場合は、ろ過器は、十分な

ろ過能力を有し、洗浄又はろ材の交換を行うことができるもの

であるとともに、ろ過器の前に集毛器                       

                                                        

                         を置くこと。 

（１０）～（１４） （略） （１０）～（１４） （略） 

２ （略） ２ （略） 

（措置の基準） （措置の基準） 

第５条 営業者は、前条に定めるもののほか、次に掲げる措置を講

じなければならない。 

第５条 営業者は、前条に定めるもののほか、次に掲げる措置を講

じなければならない。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 洗い場、浴槽、貯湯槽（原湯（浴槽の湯を再利用せずに

浴槽に直接注入される温水をいう。以下同じ。）等を貯留する

槽（タンク）をいう。以下同じ。）等は、常に清潔にし、定期

的に清掃及び消毒をすること。 

（２） 洗い場、浴槽、貯湯槽                               

                                                        

                                等は、常に清潔にし、定期

的に清掃及び消毒をすること。 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 

（５） 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条第９項に規

定する給水装置により供給される水以外の水を使用した原湯  

（５） 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条第９項に規

定する給水装置により供給される水以外の水を使用した原湯  
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            、原水（原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温

度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入

される水をいう。以下同じ。）、上がり用湯（洗い場及びシャ

ワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。以下同

じ。）及び上がり用水（洗い場及びシャワーに備え付けられた

水栓から供給される水をいう。以下同じ。）並びに浴槽水     

                              は、規則で定める基準に適合

するように水質を管理すること。 

（浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。

以下同じ。）、原水（原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温

度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入

される水をいう。以下同じ。）、上り用湯 （洗い場及びシャ

ワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。以下同

じ。）及び上り用水 （洗い場及びシャワーに備え付けられた

水栓から供給される水をいう。以下同じ。）並びに浴槽水（浴

槽内の湯水をいう。以下同じ。）は、規則で定める基準に適合

するように水質を管理すること。 

（６）・（７） （略） （６）・（７） （略） 

（８） 集毛器を使用している場合は、定期的に内部の毛髪等を

除去して洗浄するとともに、適切に消毒すること。 

（新設） 

（９） 浴槽水の消毒に当たっては、塩素系薬剤を使用し、浴槽

水中の遊離残留塩素濃度を毎日定期的に測定して、通常１リッ

トル中０．４ミリグラムから１．０ミリグラムまでに保つとと

もに、当該測定結果を検査の日から３年間保管すること。ただ

し、原湯又は原水の性質その他の条件により塩素系薬剤を使用

できない場合、他の消毒方法を使用する場合等にあっては、レ

ジオネラ属菌に対する消毒効果が塩素系薬剤と同等以上の方法

（８） 浴槽水の消毒に当たっては、塩素系薬剤を使用し、浴槽

水中の遊離残留塩素濃度を毎日定期的に測定して、通常１リッ

トル中０．２ミリグラムから１．０ミリグラムまでに保つとと

もに、当該測定結果を検査の日から３年間保管すること。ただ

し、原湯又は原水の性質その他の条件により塩素系薬剤を使用

できない場合、他の消毒方法を使用する場合等にあっては、レ

ジオネラ属菌に対する消毒効果が塩素系薬剤と同等以上の方法
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によること。 によること。 

（１０） （略） （９） （略） 

（１１） 水道法第３条第９項に規定する給水装置により供給さ

れる水以外の水を使用した原湯、原水、上がり用湯及び上がり

用水並びに毎日完全に換水している浴槽水は１年に１回以上、

連日使用している浴槽水は１年に２回以上（浴槽水の消毒が塩

素消毒でない場合には、１年に４回以上）規則で定める水質検

査を行い、その結果を検査の日から３年間保管するとともに、 

その写しを脱衣場その他入浴者が見やすい場所に掲示すること。 

（１０） 水道法第３条第９項に規定する給水装置により供給さ

れる水以外の水を使用した原湯、原水、上り用湯 及び上り用

水 並びに毎日完全に換水している浴槽水は１年に１回以上、

連日使用している浴槽水は１年に２回以上（浴槽水の消毒が塩

素消毒でない場合には、１年に４回以上）規則で定める水質検

査を行い、その結果を検査の日から３年間保管するとともに、 

その写しを脱衣場その他入浴者が見やすい場所に掲示すること。 

（１２） オーバーフロー水及びオーバーフロー回収槽（以下「回

収槽」という。）の湯水を浴用に供しないこと。ただし、これ

により難い場合にあっては、オーバーフロー還水管及び回収槽

の清掃及び消毒を定期的に行うとともに、回収槽の湯水を塩素

系薬剤等により消毒すること。 

（１１） オーバーフロー回収槽                    （以下「回

収槽」という。）の湯水を浴用に供しないこと。ただし、これ

により難い場合にあっては、                        回収槽

の清掃及び消毒を定期的に行うとともに、回収槽の湯水を塩素

系薬剤等により消毒すること。 

（１３） （略） （１２） （略） 

（１４） （略） （１３） （略） 

（１５） （略） （１４） （略） 

（１６） 貯湯槽、配管等は、清掃が容易にでき、完全に排水が

できるなど、生物膜の発生の防止及びその除去ができる構造と

（新設） 
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するよう努めること。 

（１７） （略） （１５） （略） 

（１８） （略） （１６） （略） 

（１９） （略） （１７） （略） 

（２０） （略） （１８） （略） 

（２１） （略） （１９） （略） 

（２２） （略） （２０） （略） 

（２３） （略） （２１） （略） 

 


